
令和 4 年 2 月 3 日 

総合計画に関する 

調査研究特別委員各位 

 

総合計画に関する調査研究特別委員長 松 嵜 裕 次 

副委員長 鈴 木 和 美 

  理事 齊 藤 和 夫 

     岩 井 友 子 

      池 沢 みちよ 

     小 平 奈 緒 

     長 野 春 信 

 

総合計画に関する調査研究特別委員会理事会の決定事項について 

 

 令和 4 年 2 月 3 日の総合計画に関する調査研究特別委員会理事会において、総合計画

に関する調査研究特別委員会のことに関し下記事項を決定しましたので、通知いたしま

す。 

記 

 

1. 委員会報告書の作成について 

 〇委員から、「Ⅳ 基本計画（素案）に対する意見について」の部分に、全体会におけ

る討論の内容を追記すべきとの申し出があり、理事会において、修正を行った。報

告書の内容については、別紙（委員会報告書（案））のとおりとし、2月 15日（火）

の全体会で決定する。なお、変更点については以下のとおり。 

  （1）「Ⅳ 基本計画（素案）に対する意見について」の中に、市民環境経済分科会

において合意に至った経緯及び全体会における討論の内容を追記 

  （2）基本構想（素案）に対する意見についても、基本計画（素案）と同様に全体

会で討論を行ったため、「Ⅲ 基本構想（素案）に対する意見について」の中に、

全体会における討論の内容を追記 

 〇今後、報告書の提出までに、内容の変更を伴わない軽微な修正があった場合、修正

や体裁・レイアウトの微調整などについては正副委員長一任とする。 

 〇本会議における報告書の承認の議決後に報告書を市議会ウェブサイトへ掲載する

ことについて、広報委員長へ申し入れる。 

 

2. 2 月の全体会について 

〇2 月 15 日（火）本会議散会後 

（1）開催場所は議場とする。 

（2）議題 

・委員会報告書について 

なお、報告書の内容について、挙手により採決する。 

（3）理事者の出席は求めない。 



※ 決定事項については、議会会議システムに配架しています。 

「船橋市議会→総合計画に関する調査研究特別委員会→理事会決定事項→令和 4年 2月

3 日」 


